
農地を転用される皆様へ 

佐賀市資産税課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地を農地以外（住宅、店舗、資材置場、駐車場など）に転用するために、農

地法第４条・第５条の許可や届出がなされたものは、翌年１月１日（固定資産税

の賦課期日）時点で、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的

価値を有していると考えられるため、翌年度から宅地並みの固定資産税が課税

されます。市街化区域内においては、都市計画税も同様に課税されます。 

また、都合により、転用許可や届出がなされた後に、利用の予定がなくなった

場合でも、許可等を取り消さない限り、宅地並みの固定資産税が課税されるこ

とになりますので十分ご注意ください。 

なお、許可等を取り消される場合は、農業委員会へご相談ください。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

○ 佐賀市資産税課 土地一、二係 

TEL：0952‐40‐7070 

FAX：0952‐25‐5408 

○ 佐賀市農業委員会事務局 農地係 

TEL：0952‐40‐7341 

FAX：0952‐40‐7391 
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